
支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

住民税均等割非課税世帯等の皆さまへ

支給対象と申請の有無

令和３年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び家計急変

世帯への給付金を 既に受け取っている世帯は対象外 です。

給付金を受け取っていない令和４年度住民税均等割非課税の方が対象
です。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。 

世帯全員の令和４年度

「住民税均等割が非課税」
の世帯

令和４年１月以降の収入が

減少し「住民税非課税相当」
の収入となった世帯(家計急変世帯)

東みよし町より確認書を
お送りします（要返送）

※一部申請が必要な場合があります

 令和３年12月10日時点で東みよし町に
 住民登録のある方で該当する方のみ

支給手続きや支給要件の詳細は裏面をご確認ください。

 申請期間：令和4年2月21日（月）
      ～令和4年9月30日（金）

 申請時点で住民登録のある市区町村に
 申請してください。
 【申請書配布先】東みよし町 福祉課

申請が必要です

詳しくは裏面「I」へ 詳しくは裏面「Ⅱ」へ

１世帯あたり10万円
町が確認書(または申請書)を受理し
た日から30日以内が目安です。

給付金の支給額 給付金の支給時期

令和４年度住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内

受給には手続きが必要です

ご注意
ください！



対象となる世帯には、福祉課より、給付内容や確認事項が書かれた
確認書をお送りします。

中身を確認して、福祉課に返信してください。
【確認事項】

 ①記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか
 ②住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないこと

７月中旬より順次確認書を発送いたします。

Ⅰ 令和４年度住民税（均等割）が非課税の世帯

    住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の

   「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください！

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合
は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

！

令和３年度住民税非課税世帯臨時特別給付金及び家計急変世帯給付金を受給され
ていない世帯が対象です。

給付金を受け取るには、申請が必要です。

詳しくは福祉課までご連絡ください。

   新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、
   不正受給（詐欺罪）に問われる場合があります。

給付金の支給手続き

お名前

お問い合わせ

      〒７７９－４７９５ 東みよし町加茂３３６０番地
      東みよし町役場 三加茂庁舎 福祉課

     TEL：０８８３－８２－６３０６ 受付時間 平日8：30～17：15

！

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、 
  世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世帯)
※　住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和３年１月以降の任意の１か月収入
×12倍）が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
【住民税非課税となる年間給与収入の目安】単身の場合：93万円以下、母・子(1人)の場合137.8万円以下

令和3年12月10日以前より東みよし町にお住いの方

令和4年1月2日以前より東みよし町にお住いの方

７月下旬より順次確認書を発送いたします。







東みよし町プレミアム付商品券発行のお知らせ

　令和４年７月３１日現在、東みよし町の住民基本台帳に記録されている平成１６年４月１日以前に

生まれた（令和４年度中に１９歳以上に達する）方宛てに、東みよし町商工会から購入引換券が届き

ます。

　次の期間中に現金と購入引換券にて商品券を購入してください。

　◇東みよし町商工会　：　７月２５日（月）～７月３１日（日）【９時～１７時】

　◇東みよし町内郵便局：　７月２５日（月）～８月１０日（水）【郵便窓口営業時間】

　（昼間郵便局・三加茂郵便局・三好東山郵便局・足代郵便局・西庄郵便局・江口郵便局）

　紛失等により購入引換券がない場合は、販売期間終了後の次の期間内において、購入対象者である

ことを身分証明書等により確認して販売します。期間を過ぎると購入できませんので、ご注意くださ

い。

　◇東みよし町商工会　：　８月２２日（月）～８月２６日（金）【９時～１７時】

　■　利用可能店舗・利用期間

　■　購入方法

　新型コロナウイルス感染症の影響により委縮した地域消費の喚起や地域経済の活性化、原油価格や

物価高騰に直面する町民の皆さまの生活を支援するため、プレミアム付商品券を発行します。

　■　購入までの流れ

～　プレミアム率７０％　～

　■　商品券の販売額・内容

　１冊あたり１万７千円分の商品券（飲食買物共通券千円×１２枚＋飲食券５００円×１０枚）を１

万円で販売します。購入は１人１冊まで、１冊単位での販売となります。

　東みよし町内の取扱店（商品券購入の際にお渡しする「取扱店一覧」等でご確認ください）にて、

令和４年８月１日（月）から令和５年１月３１日（火）までご利用いただけます。利用期間を過ぎた

場合は無効となりますので、ご注意ください。

　■　追加抽選販売について

　〒７７９－４７０１　三好郡東みよし町加茂３３６０

　　　　　　　　　　　　　　　　東みよし町商工会　　電話　０８８３－８２－２１７７

　抽選による追加販売を予定しています。抽選の参加をご希望の方は、商品券購入時にお申し込みく

ださい。当選者の発表は追加購入引換券の発送（令和４年９月下旬予定）をもってかえさせていただ

きます。

　東みよし町内の事業所が対象で、登録は無料です。東みよし町商工会で登録申込手続きを行ってく

ださい。

　なお、商品券販売時に配布する取扱店一覧に店舗名を掲載する場合は、令和４年７月１９日（火）

までの登録申込手続きが必要です。詳細につきましては、東みよし町商工会までお問い合わせくださ

い。

　■　商品券の発行・取扱店募集に関するお問い合わせ先

東みよし町プレミアム付商品券取扱店募集のお知らせ

～　商品券取扱店舗の登録申込を受付中です　～



新しい生活様式対応住宅リフォーム補助金のお知らせ

　①　令和３年４月１日以前から引き続き町内に居住しており、町税等の滞納がない町民の方。

　②　自己が所有し、自己の居住の用に供する住宅（住民票の住所に存するもの）をリフォームする方。

　①　この補助金事業の施工業者として登録した町内事業者（登録工事店）が施工する工事

　　　※登録工事店は、東みよし町ホームページでご確認ください。複数の施工業者が行う工事をあわせて申

　　　請することも可能です。ただし、登録工事店が行うものに限ります。

　②　新しい生活様式に対応するための工事経費が５万円（消費税等除く）以上のもの

　③　新しい生活様式に対応するための工事と併せて住宅の機能向上等の工事を行う場合は、そのリフォーム

　　　総額が３０万円（消費税等除く）以上となるもの

　　　※住宅の機能向上等の工事のみを行う場合は対象となりません。

　④　補助金の交付決定後に着手し、令和５年２月末日までに実績報告書（リフォームと事業者への支払いが

　　　完了している必要があります。）を提出できる工事

　　　※令和５年２月末日までに実績報告書の提出ができない場合は、補助金の交付を受けることができませ

　　　ん。工期については十分ご確認いただいた上で、お申し込みください。

　⑤　耐震改修工事、介護保険の住宅改修など、他の制度による補助を受けない工事

　■　交付額（裏面の補助対象工事の一覧をご確認ください。）

　■　補助の要件（以下の要件を全て満たす必要があります。）

住宅環境の向上と新しい生活様式に対応した住まいづくりを支援します。

　町民の方が行う、住宅環境の向上や新しい生活様式に対応するための住宅リフォームに対し、その費用の一

部を補助します。

　■　補助の対象となる方・住宅（以下の要件を全て満たす必要があります。）

　上限２０万円の範囲内で、この補助金事業の対象となる工事費用の２０％（千円未満の端数は切捨て）を、

実績報告書提出後（リフォームと施工業者への支払い完了後）に交付します。

（交付額例）

　　ア　宅配ボックス設置工事（新しい生活様式対応工事）：１０万円

　　イ　台所リフォーム工事（住宅機能向上等の改修工事）：１５０万円

　　○　交付額【「ア＋イ」の２０％】：２０万円　※上限２０万円

　■　事前申込受付期間

　〒７７１－２５９５　三好郡東みよし町昼間３６７３－１

　　　　　東みよし町産業課住宅リフォーム補助金係　　電話　０８８３－７９－５３４５

　　　　　　　令和４年８月１日（月）～令和４年１１月３０日（水）　当日消印有効

　上記受付期間内に、東みよし町産業課住宅リフォーム補助金係宛て郵送又は窓口持参により事前申込書をご

提出ください。

　事前申込書様式は、東みよし町ホームページ又は東みよし町産業課窓口で取得いただけます。

　■　提出先・お問い合わせ窓口

　■　申込から補助金交付までの流れ

※登録工事店等から見積りを取得後、東みよし町産業課に事前申込書を提出してください。事前申込の審査・抽選後、３

　週間以内に事前申込結果を通知します。補助の対象者として選定した方には、あわせて申請関係書類を送付します。
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登録工事店受け付けのお知らせ

　この補助金は、事前に登録工事店届出書の提出があった施工業者が請け負う工事を対象としています。この

補助金事業の施工業者として登録を希望される事業者の方は、東みよし町産業課住宅リフォーム補助金係宛て

に登録工事店届出書をご提出ください。要件等の詳細や届出書様式は、東みよし町ホームページでご確認いた

だくか、東みよし町産業課までお問い合わせください。

（裏面）

　■　補助対象工事の一覧

　「Ａ新しい生活様式対応工事」で５万円以上、「Ａ新しい生活様式対応工事」「Ｂ住宅の機能向上等の工

事」を併せて行う場合で３０万円以上の工事（消費税等除く）が対象となります。なお、「Ｂ住宅の機能向上

等の工事」のみを行う場合や、他の制度による助成等を受ける場合は対象となりません。

　＜Ａ新しい生活様式対応工事＞

　　①住宅内にウイルス等を持ち込まない工事

　　　・宅配ボックスを設置する工事（固定する工事を伴うもの）　　・モニター付きインターホンを設置する工事

　　　・開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアに交換する工事　　・玄関脇に手洗い場を増設する工事

　　　・非接触タイプの水栓器具等に交換する工事　　・玄関脇に上着等を収納するスペースを設ける工事　等

　　②住宅内の感染拡大を防止する工事

　　　・通風、採風式ドアに交換する工事

　　　・居室換気用の開口部や網戸、換気設備を設置する工事（既設のエアコンや換気扇、網戸の取替え等を除く）

　　　・感染者又は感染が疑われる家族等を隔離するためのステイルームを設ける間仕切り工事

　　　・居室内に洗面台、トイレ、シャワールーム等を新しく設置する工事

　　　・自動開閉式便座やセンサー式水洗トイレに交換する工事

　　　・抗菌・抗ウイルス機能のある建材（内装材、手すり等）に更新する工事　等

　　③テレワーク又はリモート授業に対応する工事

　　　・テレワーク等を行うためのプライベートルームを設置する工事

　　　・居室内にテレワーク等を行えるワークスペースを設置する工事

　　　・テレワーク等を行うためのインターネット配線工事　等

　　※新しい生活様式対応工事対象外経費

　　  ・土地の購入経費　　・解体工事に係る経費（施工の過程において発生するものを除く）

　　　・登録工事店に請け負わせない経費（自ら調達した部材や部品など）　・その他新しい生活様式対応工事とみなせないもの

　＜Ｂ住宅の機能向上等の工事＞

　　○住宅機能向上等の改修工事

　　  ・屋根の葺き替え工事　　・外壁の塗装、張替え工事　　・部屋の間仕切りの変更、新設工事

　　　・屋根、ベランダ、外壁等の防水、防火、耐火工事　　・屋根、外壁、天井、床、窓等の断熱、防音工事

　　　・浴槽、キッチン、洗面所、トイレ等の改修工事　　・建具、開口部等の取替え、新設工事

　　　・天井、壁紙、床の張替え等の内装工事　　・棚、下駄箱、押入れ等の造付家具工事　　・襖の張替え、畳の表替え工事

　　　・雨樋等の改修工事　　・サッシ、窓ガラスの取替え工事

　　　・住宅に附随するバルコニー、ベランダの改修、新設工事（外構工事に該当するものを除く）

　　※住宅の機能向上等工事対象外経費

　　　・土地の購入経費　　・増築工事に係る経費　　・解体工事に係る経費（施工の過程において発生するものを除く）

　　　・登録工事店に請け負わせない経費（自ら調達した部材や部品など）

　　　・外構工事（車庫や門扉、ウッドデッキ、物置の設置などを含む）

　　　・家具、家電製品（カーテン・エアコン・給湯器類）等の購入・取付け（施工上やむを得ないと認められる場合を除く）

　　　・シロアリ駆除　　・電話や電気の引込、配線工事　　・合併浄化槽設置、下水道接続工事

　　　・太陽光発電、蓄電設備等の設置　　・ハウスクリーニング、排水管清掃

　　　・その他住宅の機能向上等のリフォームとみなせないもの



「みよし地域しごと対策協議会事務局」
〒778-0002三好市池田町マチ2191-1  阿波池田商工会議所内
TEL:0883-72-0143   FAX:0883-72-6466

●主催  徳島県経営者協会・三好市・東みよし町
　　　 みよし地域しごと対策協議会・みよし地域商工団体連合会
●後援  三好公共職業安定所
●お問い合わせ
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〒778-0002 三好市池田町マチ2551
TEL0883-72-5755

会場：三好市池田総合体育館
●
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※当該面接会を求職活動の一環として、
　　　　　　　是非ご活用ください！！

参加費無料 事前申込不要
三好市及び東みよし町内の幅広い業種の求人企業による「合同就職面
接会」です。複数の企業の採用担当者と面接ができます。当日は履歴書・
職務経歴書・自己PR書などを複数用意して、会場へお越しください。

合
同
就
職
面
接
会

入退場自由

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の事項について
徹底します。ご理解・ご協力をお願いいたします。

・入口で検温を実施します。37.5度以上の発熱がある方は入場
できません。
・会場内では常時マスクを着用してください。
・入場の際はアルコール消毒を行っていただきます。
・会場内では定期的に手洗いを行ってください。
・会場内では参加者同士の交流は極力控えてください。
・3密をさけるため、会場内の人数制限を設けさせて頂きますの
で、ソーシャルディスタンスを保ってください。

　県民に新型コロナウ
イルス感染拡大への警
戒を呼びかける「とくし
まアラート」のステー
ジが引き上げられた時
など、状況により中止
する場合があります。

注意

819
13：00～17：00

金

令和4年

―参加企業募集―
参加を希望される企業の皆様は

裏面をご覧下さい。をご覧下さい。

三好市・東みよし町
就職応援サイト



阿波池田商工会議所 行き   FAX 0883-72-6466

企 業 名
（代表者名）

★求人（募集）職種
職 種 名 募集人数

人

人

人

人

人

人

 「合同就職面接会（8月19日）」参加申込書

所  在  地

担当者名

連 絡 先

締切日：7月20日

参加を希望される三好市及び東みよし町内の企業の皆様は、
参加申込書により7月20日までにお申し込みください。

☎

FAX

e-mail

注 参加にあたっては、ハローワーク三好への求人申込が必要です。（参加申込み後でも可）

参加企業募集

合同就職面接会
8月19日●令和4年 金

※みよし地域しごと対策協議会の会員以外の企業様には、参加費1,000円をいただきます。









令和４年度より、プール利用料金は無料となりました。

東みよし町教育委員会生涯学習課　　　tel　79-3217
東みよし町三加茂Ｂ＆Ｇ海洋センター　tel　82-4343（※）
※　７月２２日～８月２４日の休館日を除く開放時間のみ通話可。

　裏面に新型コロナウイルス対策を踏まえた使用上の注意
を書いてありますので、必ずご確認ください。

休館日 休館日

8月13日 8月14日

8月21日

休館日

8月22日 8月23日 8月24日

8月15日 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日

休館日 休館日

休館日 休館日 休館日

8月8日 8月9日 8月10日 8月11日 8月12日

日

東みよし町三加茂Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

　　　　　　　　　　　ＯＰＥＮ！　　　　（裏面もご確認ください）
１　開館日時（一般開放）

水 木 金 土

8月5日 8月6日 8月7日

休館日

プール受付から退出までの流れ

開放時間　午後１時から午後４時まで（受付開始　午後１時）

２　利用料金

場合もあります。

４　お問い合わせ先

　新型コロナウイルスの感染拡大により、臨時休館となる

３　注意事項

8月4日

7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日 7月31日

休館日 休館日

令和４年

※1 プール利用時間は、受付をしてから１時間です。
※2 台風等による警報発令等で臨時休館することがあります。
※3 水温・気温の合計が７０℃を超えた場合は臨時休館とします。

7月23日 7月24日

月 火

7月20日 7月21日 7月22日

休館日

8月1日 8月2日 8月3日

7月25日



【準備するもの】
・水着（あらかじめ着ておくとスムーズに着替えができます）

・水泳帽（帽子がないとプールに入れません）、着替え、タオル

【プールに着いたら】

1.受付をする
　受付用紙に氏名・電話番号・入場時間をご記入ください。

　※午後1時からプール開放です。午後1時になるまで入場できません。

　  早めに来て待つことがないようにしてください。

2.更衣室ロッカーのカギを受け取る
   鍵に番号札が付いているので、同じ番号のロッカーを使用してください。

　（新型コロナウイルス感染症対策として、更衣室は5人ずつの利用となります。）

   前の人の着替えが終わるまでの間は廊下で待機していただく場合があります。

　※着替える時は、なるべく人と人との距離をあけて、しゃべらずに着替えてください。

　　着替えた人は、待っている人がいるので早めに退出してください。

3.プールの利用時間
　プールの利用時間は、入場してから１時間です。

   （例）午後１時に入場した人は、午後２時には退場するようにしてください。

   ※１時間を超えて利用している方は、館内放送でアナウンスします。

４.プール利用を終わったら
   着替えて係員にロッカーの鍵を返却した後、受付で退場時間を記入してください。

　忘れものがないように気を付けてください。

その他
・水泳帽を必ず着用してください。(事務局から貸し出しは行いません)

・大型浮き輪、加圧式水鉄砲及びガラス製水中メガネの持ち込みは禁止です。

・タオルやゴーグル等の貸し借りは行わないようにしてください。

ルールを守ってください。

プール受付から退出までの流れ
　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを少なくするため、次の



　　　　　　　　

大人の楽しい朗読会

日頃の忙しさを忘れ、朗読を聞きながらゆっくりと優しい時間の流れに

身を委ねてみませんか。ご参加をお待ちしております。

日時 ： 令和4年8月２7日（土） 13：30～15：00（受付 13：00～）

場所 ： 東みよし町中央公民館 4階大集会室
（東みよし町昼間3697番地1）

講師 ： 朗読サークル「胡桃」

2009年より徳島市を中心にボランティア等で児童館での読み聞かせや

デイケアでの朗読会を行っている。テーマは「いのち・愛・平和」

演目 ： バグダッドの靴磨き、あいあい傘 他

◇ 参加費は無料です ◇

※参加を希望される方は、8月５日（金）までに生涯学習課または町立図書館まで申込書をご提出

ください。（生涯学習課への電話・FAX・郵送での申込みも可）

※マスクの着用・手指の消毒・検温にご協力ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大により中止させていただく場合があります。

【問い合わせ・申し込み】

東みよし町教育委員会生涯学習課（図書館協議会事務局）

〒771-2501 東みよし町昼間３６９７番地1  中央公民館

電話：０８８３-７９-３２１７ ＦＡＸ：０８８３-７９-５０６０

「大人の楽しい朗読会」参加申込書

東みよし町教育委員会生涯学習課 図書館協議会事務局 行

氏 名 【 】

住 所 【 】

電話番号 【 】 携帯電話番号【 － － 】

※新型コロナウイルス対策の一環のため、参加者名簿を作成いたします。氏名・住所・

電話番号は必ずご記入ください。

※個人情報は目的以外には使用しません。

切 り 取 り 線



東みよし町地域包括支援センター

〒 ７７１⁻２５０１ 三好郡東みよし町昼間３６７３-１（三好庁舎２階）

☎ ０８８３-７６-５５８０ Fax ０８８３-７６-５５８１

こんな電話はないですか？

・「国保の見直しがあり、払い戻しがあります。」

・「介護保険の還付金があります。」

・「銀行口座から現金が出金されています。カードを使えなく

するので、今から警察官が行きます。」

・「あなた名義のキャッシュカードが悪用されています。今から

職員を向かわせます。」

「還付金がある」「ATMで手続きができる」は詐欺！

自治体、税務署、年金事務所の職員などと名乗り、医療費・保険料の
過払い金や、一部未払いの年金があるなど、お金を受け取れるという
内容の電話をかけてきます。
被害者が犯人の指示通りにATMを操作すると、実際には犯人側の口
座にお金が振り込まれるという詐欺です。
払い戻しには期限があると焦らせた上で、今すぐ携帯電話を
持って近くのATMに向かうように指示をしてきます。
「おかしいな？」と思ったらすぐに身近な人に相談しましょう。

出典：警察庁ウェブサイト 特殊詐欺対策 （https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/refund/）

東みよし町地域包括支援センターだより

2022.7.11発行

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/refund/


教えない！渡さない！！

・暗証番号

・口座番号

・通帳

・キャッシュカード

・クレジットカード

・マイナンバー（カード）

　　◎東みよし町特殊詐欺等防止機器購入費補助金 申請受付中

三好警察署

　　　機器の購入経費の2分の1（上限1万円）を補助します。　【問い合せ先】 産業課　79-5345

売るつもりのない貴金属等は見せない!!

もし、来られても玄関に入れない!!

※売却した場合は､契約書面の交付を受けましょう｡期間内ならクーリング・オフ可能です。

訪問購入の勧誘電話にご注意!!
三好管内で「不用な食器・鍋・ミシン・テレフォンカード・古着・本など
ありませんか」という勧誘電話が多く発生しています！

安易に来訪を了承すると、最後には「貴金属はないか」と
強引に買い取られトラブルになるケースがみられます。

不要な勧誘電話はきっぱり断る!!

月～金 9：00～16：00
72-0110(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く）

不安に思ったら、
すぐ相談!!

みよし消費生活センター

72-7188



現在

（旧）指定ごみ袋

令和4年9月1日

移行期間(3か月間）

⇨(新)指定ごみ袋販売・収集開始

（新）指定ごみ袋

(旧)指定ごみ袋収集停止⇦

令和4年11月30日

令和４年（２０２２年）9 月 1 日から

「家庭系ごみ有料化」が始まります
東みよし町と三好市は、ごみの減量化・資源化の推進を図り、循環型社会の形成を目指すため、ごみ

処理にかかる費用の一部を排出者である住民の皆様に手数料としてご負担いただく制度を、令和 4 年 9

月 1日から開始します。ご理解とご協力をお願いいたします。

〇ごみの収集場所に出す場合
・ごみ処理手数料を含む新しい指定ごみ袋を取扱店で購入し、そのごみ袋に入れて指定されたごみの

収集日に出してください。

・資源ごみ、危険ごみに関しては有料化の対象外です。『ごみの分け方・出し方ガイドブック』を参考にこ

れまでと同様に指定された収集日に出してください。

◎指定ごみ袋の変更点と有料化後の販売価格

※ご注意ください。

令和４年９月１日から令和４年１１月３０日までの３か月間は移行期間となり、旧のごみ袋でも収集し

ます。

令和４年１２月１日以降は旧のごみ袋で出されたごみに関しては収集しませんので、使い切れる量を

お買い求めいただきますようお願いいたします。

◎指定ごみ袋移行スケジュール

種 別 現 在 有料化後(令和４年９月１日～)

もやすごみ

指定ごみ袋

大・中・小

【新】指定ごみ袋

大 10 枚入 300 円

中 10 枚入 200 円

※別途消費税

※ごみ処理手数料を含んだ価格です

もやさない

ごみ

指定ごみ袋

大・中

【新】指定ごみ袋

大 10 枚入 300 円

中 10 枚入 200 円

※別途消費税

※ごみ処理手数料を含んだ価格です

資源ごみ

指定ごみ袋 以下４種

缶・その他プラスチック

ペットボトル・トレイ･発泡スチロール

現在の販売価格

（取扱店により異なります）

※ごみ処理手数料は含まれません

有料化

有料化

変更なし



〇清掃センターに直接搬入する場合
・もやすごみ・もやさないごみ・大型・複雑ごみを清掃センターへ持ち込む場合は、ごみの重さに応じて

10kg あたり 100 円の手数料を清掃センターが発行する納付書にて納付していただきます。

・清掃センターへ直接搬入する際に、指定ごみ袋を使用すると手数料の二重払いになりますので指定ご

み袋は使用しないでください。

なお、指定ごみ袋を使用しても手数料の返金は行いません。

・資源ごみを搬入する場合は、手数料はかかりません。

◎清掃センターに直接搬入するごみの手数料額

家庭系ごみ有料化 Q ＆ A

Ｑ：有料化後のごみの分別変更はありますか？
Ａ： これまで、もやすごみとして指定ごみ袋に入れず出していた「ふとん・座布団・毛布・カーペット類」は
有料化後は、下記のとおり変更となります。
・指定ごみ袋に入る場合→「もやすごみ」
・指定ごみ袋に入らない場合→「大型・複雑ごみ」となります。

Ｑ：家庭系ごみの有料化とは？

Ａ： ごみの排出量に費用負担を連動させることで、ごみ減量に対する経済的な動機付けが高まり、ごみ

減量と資源化の推進が期待されます。資源の分別等を行い、ごみを減らす取り組みをした人は負担

が少なく、ごみを多く出す人は負担が多くなることで負担の実質的な公平化が図られます。

全国では6割以上、徳島県では７割以上の自治体がすでに有料化を実施しており、ごみの減量化・資

源化の推進に大きな成果をあげています。

Ｑ：なぜ有料化が必要なの？

Ａ： ごみ減量により、ごみ処理の負担が軽減され安定的な処理が可能になることや、将来世代の経済的

な負担の軽減とともに、環境負荷の低減や地球温暖化防止にもつながります。

Ｑ：手数料が免除になる場合はないの？

Ａ： 災害ごみ・火災ごみは有料化の対象外とします。また、生活保護受給世帯は申請によりごみ袋を無

料配布いたします。

※お問い合わせ先 みよし広域連合 清掃センター TEL：72‐0006

東みよし町環境課 TEL：79-5340

種 別 現 在 有料化後（令和４年９月１日～）

・もやすごみ

・もやさないごみ

・大型・複雑ごみ

・危険ごみ

・200kgまでのもの

無料

・200kgを超えるもの

超える量が 10kg 増すごとに

100 円を加算した額

・10kg まで 100 円

以降 10kg 増すごとに 100 円を

加算した額

・資源ごみ 無料 無料

有料化

変更なし


